
  

知多市花壇コンクール参加者募集要項  
  

 

知多市ではうるおいのある生活環境を創るとともに、市民の緑化意識を高め緑と花に
つつまれた美しいまちづくりを進めるため、「花壇コンクール」を開催しています。 

 
表彰対象花壇   

１. 共同花壇の部  

２. 一般家庭花壇の部  

 
 
1.共同花壇の部  

 
コミュニティ、子供会、 

自治会、事業所などの 

団体で育成し管理している花壇  

 
 

・花壇として一定のスペースが区分されていて、草花のまとまって植えてある面積
が概ね２㎡以上あること。  

 
  
2．一般家庭花壇の部   
個人で育成し管理している花壇  

 
 

・花壇として一定のスペースが区分されていて、草花のまとまって植えてある面積

が概ね１㎡以上あること。  

・プランター、ベランダ花壇などの場合は、設置したスペースを面積とする。 

 
 
 

・知多市内の花壇  

・地植え又はプランターや  

植木鉢、ハンギングバスケットなど

を組み合わせた花壇  

花壇の条件 

花壇の条件 



審査 
・ 共同花壇の部  １次審査     令和６年４月２日（火） 

・ 一般家庭花壇の部  １次審査  令和６年４月３日（水） 

・ 最終審査               令和６年４月５日（金） 

審査ポイント 

・花壇の構成、配色、草花の種類、管理状況、努力度などを審査します。  

※審査当日は、参加者の立会いは必要ありませんが、審査員が敷地内に立入りま

す。あらかじめご了承ください。  

※荒天等で日程が変更となる場合があります。  

 
表彰 
各部門に最優秀賞、優秀賞などの各賞受賞者に表彰及び記念品を用意して

います。 

・ 表彰式     令和６年４月２４日(水)午前１０時  
 
 
 
参加申込 
参加申込書に必要事項を記入し、緑と花の推進課へ申し込んでください。  

また、東部、岡田、旭の各まちづくりセンターへも提出できます。 
 

申込期間  令和６年３月１日（金）～３月１５日（金）  
 
 
お知らせ 
令和元年度より上級家庭花壇の部を廃止し、「見本花壇の部」を新たに設置し 

ました。見本花壇とは、平成３０年度まで「上級家庭花壇の部」に参加していた 

方の花壇、又は花壇コンクール一般家庭花壇部門（平成２６年までは小型花壇  

部門）において最優秀賞を３回以上受賞した方の花壇が対象となります。 
 

共同花壇の部、一般家庭花壇の部、見本花壇に申込の方へ  
 

もれなく参加賞をプレゼントします！ 
問い合わせ  知多市都市整備部  緑と花の推進課  

電     話   ０５６２－３６－２６７３（直通） 

Ｆ  Ａ  Ｘ  ０５６２－３２－１０１０（代表） 


